
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、社会福祉法人七尾市社会福祉協議会（以下「本会」と 

 いう。）定款第２５条に規定する役員等の報酬及び費用弁償について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（報 酬） 

第２条 役員等の報酬の額は、次のとおりとする。 

（１） 理事（会長）  月額       ８０，０００円 

（２） 理事（会長を除く）、監事  

         会議１回の出席につき    ５，０００円 

    評議員   会議１回の出席につき   ４，０００円 

 

（報酬の支給方法） 

第３条 月額報酬を受ける役員が月の中途において就任した場合は、その日

から月の中途において任期が満了し、辞職し、又は死亡した場合はその日

までの分に対して、それぞれ、その月の報酬を日額計算により支給する。 

 

（報酬の支給日） 

第４条 報酬の支給日は、日額報酬にあっては、職務に従事した日、月額報

酬にあっては、毎月２１日とする。ただし、報酬の支給日が日曜日、休日 

 又は土曜日に当たる場合は、その直前の平日（日曜日、休日又は土曜日に 

 当たらない日をいう。）とする。 

 

（費用弁償） 

第５条 役員等が業務のため旅行したときは、費用弁償として七尾市職員の 

旅費支給条例の適用を受ける７級の職務にある者に相当する額を支給する。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。  

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

この規程は、令和元年７月１日から施行する。 


